
書  評  

遠山嘉博『イギリス産業国有化論』昭和48年  

山  本  尚  一・  

Ⅰ  

本書が出版されてからすでに．3年の才月が過ぎているが，最近イギリス産業国有化が再  

び新しい局面を迎え尭ので，現在の視点から本番を取上げることほ，決して無意義ではあ  

るまい。   

著者ほ，この分野の研究史紅おいて画期をなす本書の「ほしがき」に・おいて．，つぎのよ  

うに述べている。「経済学の原点に．立つアタム・スミスの先駆的著書『国富論』が公刊さ  

れてから，まさに．200年を経ようとしている。この間，資本主義ほ揺藍期の「自由私企業」  

または「競争的資本主義」から成熟期の「独占資本主義」へと変容し，それに伴って，資  

本主義が露呈する諸矛眉は一層深刻の度を増して．きた。そのため，国家の経済政策の基調  

も，かつて－の古典的な自由放任から，政府の経済介入の不断の増大へと変化した。そして，  

政府干渉増加の傾向ほ．！ことに層1次大戦，貨2次大戦の2つの戦争の経験を経て，急速  

に．顕著化し，決定的となったのである。本研究で取上げる産業国有化も，実はその現象の  

1つに他ならない．」（1ぺ－ジ：）と。わたくしほ，本年4月2′・・ノ5日に．開催されたグヲズゴ  

ク大学に．おける『周富論』刊行200年記念コソファランスに・出席する機会をえて約10日間  

イギリスに滞在した。この期間に凝済的紅はプー江デイツレユ・レイランド自動車会社の熟  

練工作機械工のストライキ，政治的にはウイルスン首相の辞任とキャラハン新首相の登  

場，国際的に．もロ－デレァ問題という画期的大事件が相つぎ，イギリス社会は大きく揺れ  

動いた。   

年率22％を超えるインフレ，130万人近い失業者そしてポンド暴落の三遥苦の中で首相  

の座に．ついたキャラノ＼ンは，ただちに全国向けテレビ放送を通じてイ誰もイギリス紅生活  

のめんどうを見る義務を負うものほない。‥・・・・最近の12カ月の措置にもかかわらず，われ  
†  

われはまだわれわれが享受している生活永準を維持するはど働いていない。われわれは，   
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われわれの生活水準を借金に．よってのみ維持しており，これは無限濫つづけてゆけない」  

と国民に．率直に語りかけた。『国富論』出版100年記念祭がイギリス帝国興隆期に．ロンドン  

経済学クラブの主催の下にグラッドストーソを座長として盛大に開催されたのと対比し  

て，昔日の感をいだかぎるをえなかった。   

この『国富論．』100年記念と200年記念の100年間のイギリス資本主義を特徴づけたもの  

の1つに．産業国有イヒの運動と実践がある。ここに紹介しようとする書物は，こ．の産業国有  

化に．本格的に．取組んだ労作であり，すでにこの分野における必読の文献としての地位を確  

立している。わたくしは，はば著者と同時に研究生活に入り，イギリス産業国有化を研究  

対象としてきたが，異なったアプローチをとった。すなわら，著者の研究が産業国有化の  

思想的・政治的反映およぴその経営学的・行政学的内容紅研究の焦点を合わせているのに 

対し，私の研究は産業論的・実証的研究をおこなった（拙著『イギリス産業構造論』，1974  

年，ミオ）レプァ書房参照）。したがって両者ほ補完的な関係にあるといえよう。   

まず，本書の内容をみれぼ，第1部国有化思想の発展－「理念形成期」の国有化－，第  

2部国有化の実践“「実験期」の国有化を中心として－，第3部伝統的国有化を越え．て一  

「反省期」の国有化－，の3部・14葺から構成されている。各部や各章についてほ大部分  

著者自身の要約が付されているので，ここではその骨子だけを示しておこう。   

第1部に．おいて，著者はイギリス産業国有化の政治的・思想的潮流として，（1）ロバー  

ト・オーエンの協同組合主義，（2）クェップ夫妻のフェビアン社会主義，（3）GりD・軋  

コールのギルド社会主義，（4）ハーパ－ト・モリソンのパブリック・コーポレーション論，  

（5）lいMl．ケインズの経済計画論，および（6）非社会主義者の独占論の6つをあげてい  

る。（1）′・一（3）が，労働の側からの国有化思想であるの紅対し，（4）′・・（6）ほ，資本側か  

らの国有化理論であったといえよう。このように贋1部では，産業国有化思想が生成発展  

し，国有化の理論が次常に朋確化していく過程を系統的かつ有機的に把握し，国有化の理  

念の解明紅力点がおかれている。   

第2部紅おいて著者は，イギリス産業国有化の基本的特徴として，（1）経済鱒部分的国  

有化∴（2）産業の完全国有化（3）企業の完全国有化（4）漸進的国有化（5）補償，  

（6）労働者の地位，（7）消費者の保護および（8）パブリック・コーポレ－ジョン形態の  

8点をあげて言いる。さらに産業国有化が，資本にとってな紅を意味したかを，補償，管理  

と組織，政府統制と公共衰任，経営度別の各章紅おいて詳述し，さらにその労働に・とって  

の意味を労使関係および消費者保護の各章に・おいて検討している。要するに虜2部では，   
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産業国有化の原理が分析されて－いる。   

第3部に．おいて伝統的国有化以降に．おける労働党の国有化問題紅たいする理念と原理の  

碩構成の試諒として（1）国有化拡大消極論，（2）国有化拡大停止論，（3）国有化放棄論  

が論ぜられ さいとに新しい公有化の理論と実際を述べ，イギリス国有化の将来を予示し  

ている。   

このよう紅イギリス産業国有化の理念を縦軸とし，その原理を横軸として産業国有化を  

詳細かつ包括的軋分析した点に本書の最大の特色がある。・そこで本稿においてほ，まずイ  

ギリス産業国有化理念を政治的担小手である労働党の綱領との関連で追求し，ついでイギ  

リス産業国有化原理を公共責任と企業的自主性との関連で紹介し，さいごに・若干の問題点  

を指摘しでおきたい。  

ⅠⅠ  

資本主義の基本矛盾を私的所有に凍め，穀会的所有への転化によって体制転換＝社会主  

義への移行を考える思想ほ，マルクスと結びつけられるが，もともとマルクス主義者の国  

有化論に一首した見方があったわけではない。エンゲルスは，「生産力の国家的所有は衝突  

の解決でほないが，しかし，そのなかには，解決の形式上の手段，手がかりが隠されてい  

る」とみて，国有化を「今日の国家がそれをおこなっても，1つの経済的進歩を意味し，  

社会そのもの紅よるいっさいの生産力の掌握への1つの新しい前段階が到達されたこ・とを  

意味する」（『空想から科学への社会主義の発展』，全集第19巻218－9ぺ一汐）と一応の評  

価を与えた。この考え漁ドイツ社会民主見に継承され，「社会化」（Sozialisierung）は，  

同党の主要スローー・ガンに．なったのにたいし，レ－エソは帝国主義段階における国家独占の  

意義を低評価し，「資本主義社会に．おける国家独占漁，あれこれの産業部門の破産紅瀕して  

いる百万長者のため紅，収入をたかめたり，確実にしたりする手段に・すぎない」（『資本主  

義の最高の段階としての帝国主義』全集第22巻，250ぺ－ジ）と規定した。社会主義の分裂  

ほ，同時に国有化をめぐる評価の分裂を意味したのである。   

このよう紅国有化を経済的進歩とみるか，それとも経済的反動とみるかは，それぞれ中  

経済的発展段階に．よって異なるわけである。では，イギリス労働党の国有化鱒策はいかな  

る歴史的性格（階級的内容）をもったのであろうか。この点を1918～45年の労働党の綱領  

との関連で検討↓てみよう。労働党が従来の産業国有化思想を集約して，党の公式政策原  

理としてそれを採択したのは，1918年であった。同年初め，党首ア－サ－・ヘンダソ’ンは，   
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シドニ－・クェップに．図って新しい党規約の草案を準備し，2月の党大会で採択した。こ   

の社会主義路線に・もと乍く新規約は，「党の目的」の有名な第4条においてつぎのように遷 

べている。「生産手段の共有と，各産業ならびにサ・・－ビスの民主的な管理と統制についての   

最善の獲得しうる制度とに．基づいて，筋肉労働者および頭脳労働者のために，彼らの勤労   

の金成果とその可能な限り最も公平なる分配とを確保するこ．と」と。ここに．「筋肉労働者   

および頭脳労働者のために」「生産手段の公有」と「民主的な管理と統制」が実施されるこ   

とが党の公式の政策としての地位を占めるに．至った（16～21ぺ－・ジ）。  

同年6月，労働党は新規約制定後，ほじめて党大会を開き，新しいプログラムとして   

「労働党と新社会秩序」（Labou工and the New SocialOrder）を採択した。こ．こでもも   

ちろん原則的に国有化が志向され，さらに公的所有の範囲と方法にかんする諸提案がなさ   

れている。すなわち，具体的に，直らに国有化さるぺき産業として鉄道，鉱山，電気を，   

2次的なものとして輸送，通信をあげ，また，保険の接収と土地ゐ漸次的共同所有化とを  

ノ 提案している（21′く・－汐）。  

この1918年の労働鼠の綱領改正卑それに・もとづく政策声明ほ，労働党の国有化にかんす   

る－・般的原則を確立した点で注目されるが，両大戦間の国有化運動をとりまく経済情勢の   

変化のなかで徐々に．その内容に．変化がおこってくる。まず国有化の範囲常ついてみれば，  

1928年の「労働党と国民」（Labour and the Nation）でほ，土地，石炭，運輸，通信，生   

命保険などの基礎産米が，国有化の対象としてエリスト・アップされた。1935年の「社会主   

義と平和のため紅．」（For S〇Cialism and Peace）では，銀行および信用機関，運輸，電   

気 水道，鉄鋼，石炭，ガス，農業，繊維，海運，造船，機械工業粧．この節囲が拡大され   

た。  

しふし，より重要なのほ国有化の実質的意図の変質であろう。著者ほ，上記の3つの綱   

領な比較して，1918年綱領と1928年綱領とでは国有化が産業の民主的統制のために主張さ   

れているが，1935年綱領でほ「完全に．して急速な社会主義的計画化」のために．主張される   

ようになったと指摘している。つまり，1935年綱領でほ．，「失薬救済の要請→経済部画化の   

必要性の認識→国有化の主張」という牟式が見出されると述べている（74ぺ・一汐）0  

この「ケインズの経済計画理論と労働党の国有化政策との結合」は，1945年の選挙綱領   

「未来紅立向おう」（Letus Face the Future）で一・屑明確にIなる。すなわち，労働党の   

経済計画は，「一方における基礎産業の公有と，他方における大部分の製造業，商黄および   

配給業における多数の私有との協力体制」を志向して－いる。労働党はその第4茸において   
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「労働党は社会主義政党であり，かつこれを誇りにしている」と述べ，公有・公営化する  

に機の熟した，あるいは機の熟しすぎた基礎産業（燃料および動力，国内運輸，鉄鋼）か  

ら逐次国有化することを主張した。こ．こでも著者は，こ．の国有化実験を「社会主義的理想  

からよりも，むしろ本質的に．ほ戦後の実際的困難（産業の再編成）と直接的必要（生産増  

加）から要求されたものとみる方が妥当である」と述べ畠（109－11ぺ一汐）。   

このように国有化の当初の理念と現実の実践の間には内容的紅．かなりのずれがあること  

が示唆されているが，この点を検討すやため紅国有化産業の管理：運営機構をみなけれほ  

ならない。  

ⅠⅠⅠ  

産業国有化運動は，「所有」の恩恵と平行して．「管理」の理念を生みだし，試行錯誤の後  

パブリック・コーポレ－ションが公企実の典型としてこの地位を確立する。著者は，このパ  

ブリック丁コーポレーンヨンの根本原則として，（1）経営上の自主性，（2）非営利性，  

（3）非公務員性および（4）財務上の自主性，の4点をあげている（126「30ぺ一汐）。要  

するに，目的が営利ではなく公益にあり，・そのための手段として－経営・人事・財務のうえ  

で国家から最大限の自由を確保した公有企業が，パブヅック・コ－ボレージョンであると  

いえよう。しかし，こ．のパブリック・コーポレーレヨンの2つの側面である公共性と企業  

性は相反するものであり，過小な統制ほ前者を，過大な統制ほ．後者を扱うことに．なる。   

著者はこの「企兼性と公共性とのバランスをいかに図るか」という問題を算5～7章に  

おいて詳細に展開している。すなわち，理事会の役割にかんする職能理事会説と政策理事  

会説との対立，組織iこかんする集権化と分権化についての議論，政府統制をめぐっての  

「議会一大臣一理事会」関係の検討がLれである。さら軋，経営原則探究の動向において－，  

「収支適合原則をとる国有化法およびその精密化たる資本収益性原則を主張する『1961年  

白苔』の流れと，営利原則を徹底して勧告した『ハーバ－卜報告』および新しい補償制  
皮   

方式を導入した『運輸政策』の流れ」（233－4ぺ－ジ）の2潮流を析出している。この流  

れの申で，政府統制の強化，理事会機能の形骸化，集権化紅よるビュロクラレ－の増大，  

トップと現場との意志疎通の欠如や現場の土気低下の事実が指摘されている。とのことは  

当初のパブリック・コーポレ－ションの理念からの後退を意味し，国有化産業の管理機構  

が，産業民主主義の実質的発展を妨げる役割を果していること紅なる。   

産業民主主義のあり方を規定するもう1つの側面をなす労働者の「参加」に．は，どのよ   
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うな変化が生じたであろうか。産業民主主義紅ついては，戦前から労働組合の対抗力を重  

視するクェップ的立場と労働者に．よる管理を主張するコ－ル的立場が思想的紅対立してい  

たが，国有化産業の労使関係は，前者の基本路線に．沿って規定された。まず経営参加の面  

では．決定参加もほとんどみるべきものがなく，執行参加において労使協議会（ioint  

consultation）が認められたに．とどまる。この協議会につい七■も評価ほまち草ちである。  

つぎに労働組合の対抗力利用の面紅ついて国有化にともなって労働組合の統一・がなされた  

点は一歩前進であったが，国有化産業の組織が大規模化し，雇主が官僚化したため労働者  

のモラールほ旧態依然たるものに．とどまった。   

このように虚業国有化は労働者に．たいして機構改善面でもモラ－ル高揚面でも貧しい成  

果しか生みださなかったれつぎにそれが資本の側に．たいして何を意味したかを補償と消  

費者保護についてみよう。この点についてほ左右両陣営の激しい対立があるが，著者ほ  

「中立的な立場を維持」（4ぺ一汐）しながら，事実の説明に．つとめている。まず補償紅つ  

ヤ、ては，この理論と実際瞑ついて眉細に紹介した後，「部分的・漸進的国有化に・おける補償  

は，現実に．は適正よりも過大になりがらである」と結論している。消費者保護についても  

フェイガンほ左翼の立場から「国有化産業ほその労働者私儀賃金を押しつけることによる  

労働者の犠牲において，また－・般消費者向けのコストをほなはだしく引上げることに・よる  

消費者の犠療に．おいて，他の私有部門紅奉仕している」と主張するのに対し，自由主義的  

立場に立つケルフ・コーエソは，国有化は－・部の労働者にのみ利益を与え，消費者を犠牲  

に．していると批判する（286－7ぺ一汐）。この点紅ついて著者ほ，「問題は国有化産業の独  

占的性格と，そこ紅おける消費者の利益と労働者の利益との対立，の2点に集約されよ  

う」（288ぺ－ジ）と結んでいる。これらの諸点紅かんする著者の分析は，文献史的・論争  

史的分析紅限定されているが，一遍の研究のために国有化産業の具体的・東証的研究が必  

要であろう。著者がこ・れら紅かんする諸論文を本書において量的制約から割愛されたこと  

ほ．残念なととである。  

ⅠⅤ  

さて－，このよう紅産業国有化紅かんする当初の意図と現実の成果とが大きくくいちがっ  

たことほ，労働者紅兵望を与えた。このこ．とは，1951－64年の保守党政権下に應ける労働  

党内部の国有化問題をめぐる深刻な対立を生みだした。この対立は，1959年党大会に・おけ  

る党首ゲイツケルの「生産，分配，および交換の諸手段の共有」を要求する第4条の廃棄   
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提案に．まで発展した（316－9ぺ・一汐）。左派を中心とする反撃にあって，その提案は徹回  

されたけれども，国有化は一－－・時党政策の前面から後退したのである。労働党がウイルスン  

党首の下いで南び国有化拡大政策なとるのは，高率のインフレ－ジョン，失業の急増，通貨  

危機という敏後最大の政治的・経済的危機の中に．おいてであった。   

でほ，労働党の国有化政策ほどのような歴史的性格をもつものであろうか。著者は，世  

界史的視野から国有化実験の歴史を，共産主義塑（ソ連型），民主社会主義型（イギリス  

型）お亭び民族主義型（よ汐プト型といえよう）の3つの型に腰別している。著者はとく  

に，ソ連型国有化との対比に．おいてソ連型を非自由主義的民主主義，イギリス塵を自由主  

義的民主主義を規定しているように自由企業体制のもつ経済的・倫理的メリットを力泳す  

る。したがって．労働党左派の国有化部門＝管制高地論を排して，「…‥・経済のイニレヤチプ  

はあくまでも私的部門紅残し，資本主義のもたらす弊害是正や私企業に期待しえない役割  

の遂行に必要な限りたぉいてのみ，公企業紅徹るぺきである……」（363ぺ－・ジ）と主張す  

る。しかしソ連型国有化が初期社会主義に．ともなうさまざまな問題をともないながらも，  

物質的・技術的土台の上紅新しい労働関係を達成して飛躍的な生産力発展をともなったの  

に対して．，イギ、リスの国有化が金融資本の体制補強＝助成のための最小限度の部分国有化  

として実施された点は注目すべきである。イギリス、の国有化は民主的社会主義紅よる早期  

国有化としでの歴史的性格をもつものといえよう。この点について∴著者が「資本主義下の  

国有化は，あくまで資本主義の修正ないし補強策なのであり，それ以上のものをそれに期  

待することはできないし，また要求すべきでないであろう」（363ぺニ 

は，資本主義下の国有化の固有の役割を示唆するもゐで興味深い。（ミネルヴァ書房，1973  

年3月刊，13＋387ぺ－ジ）  
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